
「アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）」弁護士谷川生子
もしものときに本人が希望する医療やケアについて、元気なうちから考え、家族、医療・ケアチームと話し合いを重ね、共有する取組のこ
とです。

２０１８年、厚労省は、この取組の普及のため、愛称を募集し、「人生会議」という名称に決まりましたが、広報の失敗もあり、ネガティ
ブな印象が先行しているかもしれません。
何で自分が死ぬときのことを他人と話し合うの？結局発言力のある人の意見に左右されるんじゃないの？そもそも国が普及を目指すってう
さんくさい・・・
そう感じる人は少なくないようです。

名称や政府の思惑はさておき、仮に残された時間が少なくなったときにどのように過ごしたいかを予め考えておくこと、考えるだけではな
く信頼する人と話し合っておくこと自体は大事なことだと思います。

人は誰でも自由に、自分の決めたとおりに生きる権利があり、「自己決定権」は、幸福追求権の一つとして憲法上保障されています。
他方、「本人の意思」は一歩間違うとＡＬＳ嘱託殺人のような事件につながる危険性もあります。人生の最終局面でだけ、その人の意思を
尊重するということは不可能ですし、あまり意味のあることには思えません。

少しでもその人の真意を尊重するためには、元気なうちから、医療や福祉制度について十分な情報を与えられた状態で、信頼する人と気兼
ねなく、繰り返し話し合えるようなシチュエーションが必要です。もっといえば、必要なケアを受けられるだけの経済的な余裕や、仕事に
追われずゆっくり考え、話すことのできる時間等も必要でしょう。

そんな社会いつ実現するの、と下を向いてしまいそうですが、まずは身近な人間同士、よく知り合うことが重要なようです。確かに、家族
や年中行き来している間柄でも、案外知らないことは多いものです。日頃、何が好きとか、どんなことを大事にしているかを話すことから
始めるのが良いかもしれません。
考えると気の長い話ですが、そうか、だから人生なのか、と「人生会議」の名前がついたのも少しわかるような気がしました。

弁護士　谷川　生子
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「ジョージオーウェル『１９８４』」弁護士　伊須　慎一郎
 

ずっと読みたいと思っていた「１９８４」を読みました。
「二重思考」という言葉が頻繁に出てきます。
オセアニアという国の国民は、国の誤りを見つけても、それを無視するか、過去の事実（誤り）が間違いで、現在の国が正しいと信じ込む
ようにさせられた状態にされている。

過去を支配する者は未来を支配し、現在を支配する者（少数の権力者）は過去を支配する。

おそろしいことですが、２０２１年の今現在も、私たち、国民は、二重思考の罠にからめとられようとしているのではないでしょうか。

国家も、人間（私）も誤りや間違いを繰り返します。
しかし、誤りや間違いに学ばなければ、本当の自由や平和は獲得できないのではないでしょうか。

原発の安全神話の誤り慰安婦、南京大虐殺、アウシュビッツの大虐殺の否定・矮小化
広島・長崎の甚大な被害を忘れたかのような核の傘の下での生活
軍隊が政治権力を握る恐怖（国民を守るはずの軍隊が国民に銃を向ける）

ジョージオーウェルは、救済策は教育だと指摘していますが、この日本でも教育格差が拡大し、高騰する学費に学ぶことも不自由になって
います。
そう考えると、社会は悪くなる一方かと暗い気持ちになりますが、最後の解説の中で、トマス・ピンチョンは「彼は予測される不可避な情
況に苛立ちを感じる一方で、その気になれば変革をもたらすことを普通の人々が持っていることを一貫して信じていた。・・・我々自身が、
その信頼が裏切られることのないように、やらなくてはならないことは、何でもやるのだ、と」述べています。

諦めてはならないということなのだと思います。

弁護士　伊須　慎一郎
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「３．１１」弁護士　高木　太郎
東日本大震災から10年がすぎた。
あの時、あれほど、原発の危険性が身に染みたはずなのに、今、政府は原発をベースロード電源と位置付けて、今後も原発を維持していこ
うとしている。
こんな時、小泉を含む元首相５人が脱原発宣言を出した。
小泉はもともと原発推進派だった。小泉によれば首相時代は、原発安全神話に騙されていたのだという。
子供の頃に、過ちは誰にでもある、その時は間違いを認め反省して改めれば良い、と教わった。
いまの政府にも、その当たり前のことに立ち戻って欲しい。

弁護士　高木 太郎

 

 

「高木弁護士埼玉弁護士会会長就任」弁護士　梶山　敏雄
当事務所の高木太郎弁護士が、今年度４月からの埼玉弁護士会の会長に就任することが決まりました。

私が４０年以上も前に埼玉弁護士会に入会登録をしたときは、会に所属する弁護士は１００名前後でしたが、今では何と９００名を超える
規模になっています。
そのような大勢の弁護士が集まる弁護士会の活動をとりまとめる会長の仕事は、昨今発生する様々な社会的問題への対応も弁護士会の重要
な仕事であることもあいまって、大変な激務です。

高木弁護士の人柄は極めて温厚、弁護士としての能力も優れていることは事務所のみならず周囲の皆が認めるところであり（どこかの「ガー
スー」と取って代わって貰いたいくらい）、まさに適任であるとは思いますが、何よりも健康に留意して１年間を頑張ってもらいたいと思っ
ています。

弁護士　梶山　敏雄

 

（写真は埼玉弁護士会会長に就任する弁護士高木太郎です）
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事務所ニュース　２０２１年新年号　巻頭挨拶（弁護士　佐渡島
啓）
昨年はコロナ禍に見舞われた一年でした。皆様、様々な影響や制限を受けた生活を強いられてきたものと思いますし、医療従事者など現場
で奮闘されている方々は私たちの想像を超えたご苦労が続いていると思います。改めて敬意を表します。当事務所でも、相談室にアクリル
板を設置し、相談が終わるたびに相談室を消毒してきました。また、換気のために相談室の窓を開け放っていますので、暑かったり寒かっ
たり、近隣の工事の音がうるさかったり、ご相談者の皆様にはご迷惑をおかけいたしております。何卒ご了承ください。

さて、今年は衆議院議員総選挙の年になります。一昨年の英国のエコノミスト誌の調査部門による発表によれば、日本の民主主義指数は世
界第２４位（北欧諸国が上位を占め、米国は２５位）。評価対象の指数には様々ありますが、足を引っ張った一つは、国政選挙の投票率の
低さでした（１９６ヶ国中１５８位）。ルソーが「自由なのは選挙のときだけで、選挙が終われば奴隷に戻る」と述べた通り、選挙だけで
民主主義を語れないことは自明ですが、しかし、現在の日本で議会制民主主義がとられている以上、投票行動が重要なことも明らかです。
コロナ禍終息前の選挙になるとは思いますが、ぜひ皆様、投票所に足を運びましょう。

今年もよろしくお願いいたします。

弁護士　佐渡島　啓

 

（事務所ニュース・2021年新年号掲載）

アスベスト被害の解決を（弁護士　竹内　和正）
アスベストによる被害に遭われた建設職人の方が、アスベストの危険性を知りながらアスベスト建材を販売した企業と、それを規制しなかっ
た国を訴えた「建設アスベスト訴訟」が全国各地で争われています。

そして、同訴訟において重要な判決が、２０２０年８月２８日、９月４日と連続して、東京高等裁判所、東京地方裁判所でそれぞれ言い渡
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され、国や企業の責任が認められました。
現在、国や企業に対し解決を求め交渉をしていますが、「係争中なので対応できません。」との回答を繰り返されています。１０年以上、
ずっと同じ回答です。
建設アスベスト訴訟を起こした原告の方のうち、提訴後に亡くなった原告の方の人数は２５０名近くにも及んでいます。僕の担当している
原告の方の中にも亡くなられてしまった方がいます。亡くなった原告の方々の「生きているうちに解決を」という願いはもう叶いません。
２０２０年１０月２２日、最高裁で建設アスベスト訴訟についてはじめて弁論期日が開かれました。そして、今年、建設アスベスト被害に
ついて、はじめての最高裁判決が言い渡される予定です。

せめて、ご遺族が笑顔で墓前に報告できるような判決が言い渡されることを強く望みます。

弁護士　竹内　和正

 

（事務所ニュース・2021年新年号掲載）

生活保護基準引下げ違憲訴訟　～いよいよ原告本人尋問～（弁護
士　古城　英俊）
２０１３年８月から３回に分けて生活扶助基準が引下げられたことは、生活保護利用者の健康で文化的な最低限度の生活を侵害するもので
あり違憲だとして、２０１４年８月、減額処分の取消しと損害賠償を求める訴訟を提起しました（原告３４名）。
全国２９の裁判所でも同様の訴訟が提起され（原告１０００人以上）、昨年６月に、全国初の判決として、名古屋地裁で請求棄却の判決が
言い渡されました。この判決は、利用者の生活実態を考慮せず、一方で、自民党の政権公約が保護基準に影響を与えたことを容認するかの
ような判示をしており、到底納得できない判決でした。名古屋の闘いは控訴審に移っています。

さいたま地裁での訴訟は現在も続いています（次回期日は１月２０日午後２時）。
そして今年は、いよいよ原告本人尋問が行なわれ（日時は未定）、早ければ年内に判決が言い渡される予定です。
今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

弁護士　古城　英俊

 

（事務所ニュース・2021年新年号掲載）
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事業者ファクタリング業者を提訴しました（弁護士　鴨田　譲）
ファクタリングとは、主に債権の売買のことをいい、例えば、A社が取引先のB社に対して1ヶ月後に返済される100万円の売掛金債権
をいま80万円でC社に売買するという形で行われます。この場合、通常、A社がB社に対して、債権の売買をしたことを通知することに
なります。

ところが、最近問題となっている偽装ファクタリング業者は、「二社間ファクタリング」と称して、取引先B社に一切通知しないまま、C
社がA社に80万円を交付し、1ヶ月後に、A社が自分でB社から100万円を回収し、この100万円をそのままC社に交付します。
この場合、B社は一切登場せず、単にA社とC社との間で金銭のやり取りが行われただけですので実質的には債権の売買ではなく、貸金
（金銭消費貸借契約）となります。
貸金であれば貸金業法等の法律が適用され、年利109．5％を超える契約は無効になりますが、この例では年利計算で約304％になり
無効ということになります。

昨年5月に給与債権を対象とした給与ファクタリング業者を提訴しましたが、その後9月には、中小企業や個人事業主を対象とした事業者
ファクタリング業者を提訴しました。
違法金融の撲滅のために尽力していきたいと思います。

弁護士　鴨田　譲

 

（事務所ニュース・2021年新年号掲載）

 

ｗｉｔｈコロナの子どもたち（弁護士　南木　ゆう）
いつも保育園のお迎え時間ギリギリにダッシュで滑り込むので、５歳の娘からは「最後の一人になるのは嫌だ。」となじられていました。
そこで昨年は目標を「計画的に」と定めて、余裕を持ってお迎えに行こうキャンペーンに取り組んできました。しかし、思いがけず新学期
早々保育園が休園となってしまい、「早く保育園に行きたい～」と言われる始末。「それならば保育園よりも楽しい遊びを！」と知恵を絞っ
て、家の中でスタンプラリーを開催したり、駐車場にテントを張ってアウトドアランチをしたり、電動チャリを飛ばしてあまり人の集まっ
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ていない公園まで遠出したり、毎日子どもをいかに楽しませるかということに頭を使いました。

年に１度行っていた旅行は昨年どこにも行けず、思えば一昨年末の事務所旅行で行ったベトナム旅行が最後になりました。ハノイの市街地
で乗ったシクロという自転車タクシーで撮った臨場感溢れる動画をヘビロテしながら、エア旅行を楽しんでいます。

２歳になった息子は、知識をスポンジのように吸収し、毎日新しい単語を発して大人たちをびっくりさせていますが、昨年の我が家の流行
語大賞は、２歳児から事あるごとに発せられる「コロナノカンケー」でした。

弁護士　南木　ゆう

 

（事務所ニュース・2021年新年号掲載）

 

やはり生（ナマ）がいい（弁護士　牧野　丘）
 

新型の感染症が登場するとこういう世の中になってしまうとは予想できませんでした。「人との接触を８割減らす」から始まり、生活様式
がガラッと変わってしまいました。裁判所の開廷ペースなどもまだ元に戻ったとは言えません。
多くの会議がリモートになり、裁判手続きも電話。楽と言えば楽ですが、伝わっているのかなぁ、というモゾモゾ感は一向に減りません。
浦和レッズのシーズンチケットを持つ私には、埼玉スタジアムの試合を映像で観るのは闘った気がしません。映画よりも舞台が好きな私が
舞台の録画を観ても満足できません。趣味のサックスに至っては、昨年３月に予定されていた２回目のブルーノート東京の舞台（ただの
「発表会」です）が中止になり、レッスンもしばらく休みになっただけでなく、練習場であるカラオケボックスも休店。こんなに長い期間、
演奏しなかったことは初めてです。翻って仕事。修習生の頃から大事にしてきた「現場主義」。１００回の話を聞くよりも１回現場を見た
方が得るものが大きいものです。ですが、なんとなくそれも控えめになりました。

しかし、嘆いてばかりではいけません。愚痴を言うだけでは落ち込みます。落ち込まないためには、新しい文化を受け容れながらも、これ
まで大事にしてきたことに思いを馳せ、逆にそれを成長させることかと。そんなわけで、この度新しいアルトサックスを買いました。セル
マーのシリーズⅡ。コントロールが難しいのですが、音の響きに深みがあり、プロ仕様です。楽器は使うことで成長するので、私も楽器と
共に成長します。こんな時期に高いお金を出して買ったことの言い訳でした。

弁護士　牧野丘
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（事務所ニュース・2021年新年号掲載）

 


